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令
和
５
年
第
３
回
泊
村
議
会
定
例
会
は
、
去
る
９
月
11
日
招
集
さ
れ
、
会

期
を
15
日
ま
で
の
５
日
間
と
定
め
、
開
会
初
日
11
日
は
、
議
長
の
諸
般
の
報

告
と
村
長
か
ら
行
政
報
告
、
教
育
長
か
ら
教
育
行
政
報
告
が
行
わ
れ
た
後
、

１
件
の
報
告
、
１
件
の
承
認
、
人
事
案
件
１
件
を
審
議
採
決
後
、
議
案
７
件

と
令
和
４
年
度
泊
村
各
会
計
決
算
認
定
６
件
の
提
案
理
由
の
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

　

決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
か
ら
決
算
に
お
け
る
内
容
審
査
の
結

果
報
告
を
受
け
た
後
、
全
員
構
成
に
よ
る
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
内

容
審
査
を
付
託
し
延
会
し
ま
し
た
。

　

13
日
は
、
一
般
質
問
が
行
わ
れ
た
後
、
そ
の
後
、
決
算
認
定
以
外
の
議
案

７
件
に
つ
い
て
審
議
採
決
し
、
散
会
し
ま
し
た
。

　

14
日
は
、
決
算
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た
令
和
４
年
度
各
会

計
歳
入
歳
出
決
算
６
件
を
慎
重
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
認
定
す
る
も
の
と

決
定
し
、
閉
会
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
本
会
議
を
再
開
し
、
決
算
特
別
委
員
長
報
告
後
、
令
和
４
年
度

各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
の
６
件
を
承
認
、
更
に
、
意
見
書
案
２
件
の
審

議
採
決
を
行
い
、
全
日
程
を
終
了
し
、
会
期
を
１
日
残
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

行

政

報

告

髙

橋

村

長

令
和
５
年
度
泊
村
防
災
訓
練
の
実
施
に

つ
い
て

　

６
月
10
日（
土
）、
今
年
で
９
回
目
と

な
る
令
和
５
年
度
泊
村
防
災
訓
練
を
実

施
致
し
ま
し
た
。

　

例
年
同
様
、
地
震
・
津
波
を
想
定
し

た
高
台
避
難
訓
練
は
、
村
内
13
カ
所
の

避
難
所
や
一
時
避
難
場
所
及
び
渋
井
地

区
の
救
難
艇
に
合
計
１
５
０
名
の
住
民

の
方
々
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

ま
た
、
高
台
訓
練
終
了
後
、
泊
村
公

民
館
に
お
い
て
、
村
の
備
蓄
食
料
品
や

資
機
材
の
展
示
、
職
員
に
よ
る
避
難
用

テ
ン
ト
と
ベ
ッ
ド
の
組
み
立
て
の
実
演

を
行
い
ま
し
た
。

　

更
に
は
、
陸
上
自
衛
隊
第
18
普
通
科

連
隊
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
各
種
自

衛
隊
車
両
の
展
示
、
パ
ネ
ル
を
使
用
し

た
災
害
救
助
に
関
す
る
説
明
、
炊
事
車

に
よ
る
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
炊
き
出
し
、

試
食
の
実
施
に
よ
り
、
参
加
者
は
大
規

模
災
害
時
の
自
衛
隊
の
支
援
を
肌
で
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
訓
練
の
検
証
を
進
め
な
が

ら
、
次
回
の
訓
練
へ
の
反
映
や
実
災
害

に
備
え
た
災
害
対
応
の
強
化
に
一
層
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

後
志
の
む
ら
災
害
時
相
互
応
援
協
定
の

締
結
に
つ
い
て

　

昨
年
７
月
に
、
泊
村
を
は
じ
め
と
す

る
神
恵
内
村
・
島
牧
村
・
真
狩
村
・
赤

井
川
村
・
留
寿
都
村
の
後
志
管
内
の
６

村
が
共
通
す
る
課
題
を
協
議
し
、
村
づ

く
り
の
創
出
の
た
め
の
連
携
協
議
会
を

設
立
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

協
議
会
に
は
４
つ
の
部
会
が
設
け
ら

れ
、
泊
村
が
災
害
対
策
部
会
を
担
当
し

て
お
り
、
こ
の
度
、
９
月
１
日
の
防
災

会期　９月11日～14日

令和
５年

第３回 定 例 会
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希
望
者
を
対
象
に
実
施
致
し
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
接
種
回
数
に
合
わ
せ
、
個

別
通
知
を
行
い
ま
す
が
、
64
歳
以
下
の

方
に
つ
き
ま
し
て
は
広
報
で
周
知
を
行

い
、
予
約
を
お
受
け
す
る
形
と
し
て
お

り
ま
す
。
な
お
、
11
歳
以
下
の
お
子
さ

ん
の
接
種
に
関
し
て
は
、
引
き
続
き
岩

内
町
で
の
対
応
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊

急
支
援
給
付
金
給
付
事
業
に
つ
い
て

　

国
に
お
い
て
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

に
対
し
、
１
世
帯
３
万
円
を
給
付
す
る

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
泊
村
で

は
独
自
事
業
と
し
て
、
国
の
事
業
の
対

象
外
と
な
る
課
税
世
帯
に
対
し
、
同
様

に
１
世
帯
３
万
円
を
給
付
す
る
こ
と
と

致
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
均
等
割
の
み
の
課
税
世
帯
に

つ
い
て
は
、
北
海
道
の
独
自
事
業
と
し

て
１
世
帯
１
万
２
千
円
を
道
か
ら
直
接

給
付
す
る
た
め
、
村
か
ら
は
３
万
円
の

差
額
、
１
万
８
千
円
を
給
付
す
る
こ
と

と
し
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
予
算
に
つ
き

ま
し
て
は
、
既
に
６
月
の
定
例
会
に
お

い
て
議
決
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
給
付
金
に
つ
き
ま
し
て

は
、
８
月
23
日
に
各
集
会
所
等
に
お
い

て
手
続
き
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、

随
時
、
役
場
に
お
い
て
受
付
を
し
て
お

り
ま
す
。

　

給
付
対
象
者
の
内
訳
は
、
国
の
対
象

と
な
る
非
課
税
世
帯
が
２
８
５
世
帯
、

北
海
道
の
対
象
と
な
る
均
等
割
の
み
の

課
税
世
帯
が
47
世
帯
、
そ
の
他
の
課
税

世
帯
が
５
２
５
世
帯
、
合
計
８
５
７
世

帯
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

給
付
に
つ
き
ま
し
て
は
、
８
月
31
日

と
９
月
８
日
の
２
回
行
っ
て
お
り
、
国

の
対
象
者
が
２
２
９
世
帯
で
給
付
率

80
．４
％
、
北
海
道
の
対
象
者
が
39
世

帯
で
83
％
、
そ
の
他
の
課
税
世
帯
の
対

象
者
が
４
３
８
世
帯
で
83
．４
％
、
全

体
で
７
０
６
世
帯
に
給
付
済
み
で
、
給

付
率
82
．４
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
も
物
価
高
騰
が
続
い
て
お
り
、

村
民
の
皆
様
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
お
り
、
厳
し
い
状
況
と
は
思
い

ま
す
が
、
村
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な

給
付
制
度
を
活
用
し
て
い
た
だ
き
、
生

活
の
一
助
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
し
、
今
後
に
お
い
て

も
、
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
発
行
事
業
等

の
事
業
も
実
施
し
た
中
で
、
村
民
の
皆

様
の
負
担
軽
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。

学
校
教
育
関
係

　

４
月
に
全
国
の
小
学
６
年
生
と
中
学

３
年
生
を
対
象
に
行
わ
れ
た
全
国
学

力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果
が
文
部
科

学
省
よ
り
公
表
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
泊

村
立
小
中
学
校
の
状
況
に
つ
い
て
ご
報

告
致
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
小
学
校
に
お
い
て
で
す
が
、

泊
小
学
校
６
年
生
の
国
語
の
平
均
正
答

率
は
72
％
で
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
・

書
く
こ
と
の
能
力
や
知
識
・
思
考
の
ほ

ぼ
す
べ
て
の
領
域
で
北
海
道
・
全
国
平

均
を
上
回
り
ま
し
た
。
ま
た
、
算
数
の

平
均
正
答
率
は
65
％
で
、
北
海
道
・
全

国
平
均
を
上
回
り
ま
し
た
が
、
「
図
形
」

に
お
け
る
理
解
に
は
課
題
が
見
ら
れ
ま

し
た
。

　

中
学
校
で
は
、
泊
中
学
校
３
年
生
の

国
語
の
平
均
正
答
率
が
64
％
で
、
北
海

道
・
全
国
平
均
を
や
や
下
回
る
水
準
で

し
た
。
特
に
、基
本
の
「
読
む
こ
と
」「
書

く
こ
と
」
に
課
題
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

数
学
で
は
、
平
均
正
答
率
が
46
％
で
、

北
海
道
・
全
国
平
均
を
下
回
り
ま
し
た
。

特
に
、
「
デ
ー
タ
の
活
用
」
で
は
理
解

不
足
が
顕
著
に
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
英
語
の
平
均
正
答
率
は
33
％
で
、

北
海
道
・
全
国
平
均
を
下
回
り
ま
し
た
。

の
日
に
併
せ
、
６
村
い
ず
れ
か
の
地
域

で
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
職
員
の
派

遣
や
食
料
品
・
資
機
材
の
提
供
等
、
包

括
的
な
災
害
時
相
互
応
援
協
定
を
締
結

致
し
ま
し
た
。

　

今
後
に
お
い
て
も
、
災
害
協
定
の
み

な
ら
ず
、
様
々
な
面
に
お
い
て
、
６
村

の
一
層
の
連
携
強
化
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
予
防
接
種
の
実

施
に
つ
い
て

　

村
で
は
、
５
月
30
日
よ
り
、
茅
沼
診

療
所
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
春
夏

接
種
を
開
始
し
、
８
月
31
日
を
も
っ
て

終
了
と
な
り
ま
し
た
。
春
夏
接
種
の
対

象
と
な
る
方
は
、
65
歳
以
上
の
方
と
12

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
基
礎
疾
患
等
の
あ

る
方
と
医
療
従
事
者
に
な
り
ま
す
。

　

茅
沼
診
療
所
で
の
接
種
は
、
65
歳
以

上
の
方
が
３
５
１
名
、
12
歳
か
ら
64
歳

ま
で
の
基
礎
疾
患
等
の
あ
る
方
が
24

名
、
医
療
従
事
者
の
方
が
26
名
接
種
を

受
け
て
お
り
、
そ
の
う
ち
泊
村
以
外
の

住
所
地
の
方
９
名
含
め
合
計
で
４
０
１

名
の
方
が
接
種
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
き
ま

し
て
は
、
９
月
21
日
か
ら
秋
開
始
接
種

を
予
定
し
て
お
り
、
現
在
準
備
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
対
象
は
、

５
歳
以
上
の
全
住
民
と
な
っ
て
お
り
、

茅
沼
診
療
所
で
の
接
種
は
12
歳
以
上
の

教
育
行
政
報
告

髙
山
教
育
長
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「
読
む
こ
と
」
「
聞
く
こ
と
」
に
比
べ
て

「
書
く
こ
と
」
の
正
答
率
が
低
い
傾
向

が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

小
学
校
と
中
学
校
に
は
、
今
回
の
調

査
結
果
を
詳
細
に
分
析
し
、
な
お
一
層
、

学
力
向
上
の
た
め
の
取
り
組
み
を
指
示

し
て
お
り
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
大
会
へ
の
参
加
状
況

　

小
学
校
関
係
で
は
、
６
月
10
日
に
小

樽
市
で
行
わ
れ
た
小
樽
後
志
小
学
生
陸

上
競
技
記
録
会
、
ジ
ャ
ベ
リ
ッ
ク
ボ
ー

ル
投
げ
で
、
６
年
男
子
の
加
納
圭
真
君

が
第
１
位
、
６
年
女
子
の
高
岡
杏
音
さ

ん
が
第
２
位
、
同
じ
く
６
年
女
子
の
齊

田
莉
央
奈
さ
ん
が
第
３
位
と
な
り
、
７

月
17
日
に
苫
小
牧
市
で
行
わ
れ
た
全
道

大
会
に
出
場
し
て
、
６
年
男
子
の
加
納

君
が
第
５
位
、
６
年
女
子
の
高
岡
さ
ん

が
第
７
位
と
な
り
ま
し
た
。

　

４
月
30
日
に
小
樽
市
で
行
わ
れ
た
小

樽
地
区
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
で

４
年
生
の
外
村
一
華
さ
ん
が
第
４
位
と

な
り
、
６
月
17
日
に
函
館
市
で
行
わ
れ

た
北
海
道
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会

に
出
場
し
て
、
残
念
な
が
ら
予
選
で
敗

退
し
て
お
り
ま
す
。

　

中
体
連
関
係
で
は
、
後
志
中
学
校
柔

道
大
会
に
お
い
て
、
90
㎏
級
で
２
年
男

子
の
加
藤
田
将
映
君
が
優
勝
し
、
７
月

28
日
に
千
歳
市
で
行
わ
れ
た
全
道
大
会

に
出
場
し
、
２
回
勝
ち
上
が
り
第
３
位

と
な
り
ま
し
た
。

　

以
上
、
ス
ポ
ー
ツ
関
係
で
す
が
、
今

後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

社
会
教
育
関
係

　　

姉
妹
提
携
を
結
ん
で
い
る
愛
媛
県
伊

方
町
と
の
「
子
供
親
善
大
使
派
遣
事
業
」

は
４
年
ぶ
り
に
夏
休
み
開
催
と
な
り
ま

し
た
。
本
村
の
小
学
６
年
生
８
名
が
７

月
28
日
か
ら
31
日
ま
で
伊
方
町
を
訪
問

し
、
伊
方
町
の
６
年
生
と
の
交
流
、
祭

り
や
各
種
体
験
、
近
隣
の
都
市
を
見
学

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
８
月
３
日
に
は
伊
方
町
の
６

年
生
24
名
が
来
村
し
、
泊
村
の
６
年
生

と
交
流
、
鰊
御
殿
と
ま
り
の
見
学
や
ス

ケ
ー
ト
体
験
を
行
う
等
、
大
変
有
意
義

な
相
互
の
派
遣
交
流
が
実
施
さ
れ
ま
し

た
。

教
育
施
設
の
利
用
状
況（
８
月
末
現
在
）

泊
村
ア
イ
ス
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
　
　
　

１
１
，
１
１
７
名

　

（
前
年
度
対
比　

２
，
１
９
９
名
増
）

鰊
御
殿
と
ま
り　
　
　

１
，
８
８
０
名

　
　
　

（
前
年
度
対
比　

４
２
６
名
増
）

と
ま
り
カ
ブ
ト
ラ
イ
ン
パ
ー
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
，
２
５
８
名

　
　
　
　
　

（
前
年
度
対
比　

83
名
増
）

令
和
４
年
度
泊
村
財
政
健
全
化
判
断
比

率
等
の
報
告

【
監
査
委
員
に
よ
る
審
査
意
見
】

□
健
全
化
判
断
比
率
の
実
質
公
債
比
率

　

の
み
が
、
１
．
４
％
と
な
っ
て
い
る

　

が
基
準
の
25
％
と
比
較
し
て
下
回
っ

　

て
お
り
健
全
な
状
態
に
あ
る
。

□
公
営
企
業
会
計
の
資
金
不
足
比
率
に

　

つ
い
て
、
基
準
の
20
％
に
比
較
し
て

　

も
資
金
に
不
足
を
生
じ
て
い
な
い
状

　

態
に
あ
る
。

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
令
和
５
年
度
古
宇
郡
泊
村
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
））
��
�
�
�

�
�
�
�

◎
原
案
承
認
（
全
員
賛
成
）

　

歳
出
の
み
の
補
正
で
、
総
額
の
４
，

０
４
９
，
４
７
１
千
円
に
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

令
和
４
年
事
業
年
度
分
の
法
人
村
民

税
確
定
申
告
に
よ
り
還
付
金
が
請
求
さ

れ
、
特
に
緊
急
を
要
し
た
た
め
、
議
会

を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た

報　
　

告

（15.00） （20.00） （25.0） （350.0）

（単位：％）

健全化判断比率（令和４年度）

資金不足比率（令和４年度）

特別会計の名称 資金不足比率（％） 参　　　考

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

（　　）は早期健全化基準

－ － 1.4 －

集落排水事業

経営健全化基準

　　20.0％

－

－

－

簡易水道事業

公共下水道事業

審

議

し

た

議

案

報　

告
（
専
決
処
分
）
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こ
と
か
ら
、
補
正
予
算
を
専
決
処
分
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

【
歳
出
】

・
財
政
調
整
基
金
積
立
金

　
　
　

１
８
，
４
９
４
，
０
０
０
円
減

・
税
収
入
払
戻
金

　
　
　

１
８
，
４
９
４
，
０
０
０
円
増

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
�

�
�
�
�

◎
原
案
同
意
（
全
員
賛
成
）

　

教
育
委
員
会
委
員
に
、
菊
地
智
之
氏

が
満
場
一
致
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

泊
村
温
泉
施
設
等
整
備
基
金
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
�　

�
�
�
�

◎
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　

令
和
５
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
に
お

い
て
計
画
し
て
い
る
温
泉
施
設
等
の
整

備
に
係
る
実
施
設
計
、
建
築
工
事
費
及

び
備
品
購
入
費
等
の
財
源
の
一
部
に
充

て
る
べ
く
、
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付

金
を
基
金
に
積
み
立
て
る
こ
と
と
し
、

積
立
及
び
処
分
な
ど
の
基
金
の
管
理
に

必
要
な
事
項
を
定
め
る
条
例
の
制
定
で

す
。

泊
村
簡
易
水
道
施
設
整
備
基
金
条
例
の

廃
止
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

◎
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　

簡
易
水
道
施
設
の
整
備
費
用
に
充
て

る
た
め
、
令
和
３
年
度
に
基
金
を
設
置

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
目
的
も
達

成
し
、
既
に
基
金
残
高
も
な
い
こ
と
か

ら
、
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

北
海
道
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規

約
の
変
更
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

◎
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　

後
志
広
域
連
合
が
、
新
た
に
北
海
道

市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
に
加
入
す

る
こ
と
に
伴
い
、
北
海
道
市
町
村
職
員

退
職
手
当
組
合
規
約
別
表
(2)
一
部
事
務

組
合
及
び
広
域
連
合
の
表
を
変
更
す
る

規
約
の
変
更
で
す
。

令
和
５
年
度
古
宇
郡
泊
村
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
４
号
）��
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

◎
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
１
，
９
３
５

千
円
を
追
加
補
正
し
、
総
額
４
，
０
７

１
，
４
０
６
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
の
主
な
も
の
】

・
指
定
寄
附
金

　
　

  　

５
，
０
０
０
，
０
０
０
円
増

・
企
業
版
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金

        

１
，
２
０
０
，
０
０
０
円
増

・
岩
内
・
寿
都
地
方
消
防
組
合
令
和
４ 

　

年
度
繰
越
金
返
還
金

　
　
　
　

７
，
０
９
０
，
０
０
０
円
増

【
歳
出
の
主
な
も
の
】

◎
衛
生
費

・
岩
内
協
会
病
院
救
急
医
療
等
事
業
補

　

助
金　

３
，
８
１
１
，
０
０
０
円
増

・
泊
村
立
茅
沼
診
療
所
政
策
的
医
療
交

　

付
金　

　
　
　

４
２
，
９
４
７
，
０
０
０
円
増

◎
農
林
水
産
業
費

・
魚
類
養
殖
事
業
補
助
金

　
　
　

１
５
，
１
８
７
，
０
０
０
円
増

◎
商
工
費

・
消
費
活
性
化
事
業
委
託
料　
　

　
　
　

１
８
，
５
０
０
，
０
０
０
円
増

令
和
５
年
度
古
宇
郡
泊
村
簡
易
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
��

�
�
�
�

◎
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
１
，
３
１
４

千
円
を
減
額
補
正
し
、
総
額
を
２
４
２
，

２
４
０
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
】

・
一
般
会
計
繰
入
金

　
　
　
　

７
，
３
３
４
，
０
０
０
円
減

・
簡
易
水
道
施
設
維
持
管
理
基
金
繰
入

　

金　
　

３
，
９
８
０
，
０
０
０
円
減

【
歳
出
の
主
な
も
の
】

　

事
業
確
定
に
よ
る
工
事
請
負
費
等
の

執
行
残
を
減
額
し
ま
し
た
。

令
和
５
年
度
古
宇
郡
泊
村
集
落
排
水
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）��

�
�
�
�

◎
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
３
６
５
千

円
を
減
額
補
正
し
、
総
額
を
８
１
，
８

０
０
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
】

・
一
般
会
計
繰
入
金

　
　
　

１
，
３
６
５
，
０
０
０
円
減

【
歳
出
の
主
な
も
の
】

　

事
業
確
定
に
よ
る
工
事
請
負
費
等
の

執
行
残
を
減
額
し
ま
し
た
。

令
和
５
年
度
古
宇
郡
泊
村
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
�

�
�
�
�

◎
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
３
，
９
６
２

千
円
を
減
額
補
正
し
、
総
額
４
１
４
，

３
１
３
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
の
主
な
も
の
】

・
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
下
水

　

道
事
業
）　

 

３
５
５
，
０
０
０
円
減

・
一
般
会
計
繰
入
金

　
　
　

  

８
，
７
１
５
，
０
０
０
円
減

【
歳
出
の
主
な
も
の
】

　

事
業
確
定
に
よ
る
工
事
請
負
費
等
の

執
行
残
を
減
額
し
ま
し
た
。

条
例
の
廃
止

規
約
の
変
更

補

正

予

算

人

事

案

件

条
例
の
制
定
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令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
一
般
会
計
歳

入
歳
出
決
算
�

◎
認
定
（
全
員
賛
成
）

歳
入
総
額

 
 
 
 
 
 
 
 

５
，
０
０
５
，
８
３
１
千
円

歳
出
総
額

 
 
 
 
 
 
 
 

４
，
９
６
６
，
８
６
６
千
円

歳
入
歳
出
差
引
額　

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
８
，
９
６
５
千
円

実
質
収
支
（
財
政
調
整
基
金
積
立
金
）

　
　
　
　
　
　
　

３
８
，
９
６
５
千
円

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

◎
認
定
（
全
員
賛
成
）

歳
入
総
額　
　
　

４
４
，
８
６
８
千
円

歳
出
総
額　
　
　

３
９
，
７
９
６
千
円

歳
入
歳
出
差
引
額　

５
，
０
７
２
千
円

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
簡
易
水
道
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
�
�
�
� 

�
�
�
�
�
�

◎
認
定
（
全
員
賛
成
）

歳
入
総
額　
　

３
７
８
，
３
３
９
千
円

歳
出
総
額　
　

３
７
８
，
２
３
９
千
円

歳
入
歳
出
差
引
額

（
泊
村
簡
易
水
道
施
設
維
持
管
理
基
金

へ
積
立
）　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

１
０
０
千
円

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
集
落
排
水
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
�
�
�
� 

�
�
�
�
�
�

◎
認
定
（
全
員
賛
成
）

歳
入
総
額　
　

１
１
４
，
９
０
２
千
円

歳
出
総
額　
　

１
１
４
，
８
６
７
千
円

歳
入
歳
出
差
引
額　
　
　
　

３
５
千
円

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
�
�
� 

�
�
�
�
�
�

◎
認
定
（
全
員
賛
成
）

歳
入
総
額　
　

３
８
０
，
２
９
７
千
円

歳
出
総
額　
　

３
７
９
，
３
１
９
千
円

歳
入
歳
出
差
引
額      

９
７
８
千
円

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
�
�
� 

�
�
�
�
�
�

◎
認
定
（
全
員
賛
成
）

歳
入
総
額　
　
　

３
９
，
３
５
７
千
円

歳
出
総
額　
　
　

３
８
，
６
３
４
千
円

歳
入
歳
出
差
引
額　

  　

７
２
３
千
円

　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

２
番　

飯
田 

有
二
で
す
。

　

中
央
バ
ス
神
恵
内
線
の
廃
止
に
つ
い

て
質
問
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
９
月
頃
に
、
中
央
バ
ス
よ
り
神

恵
内
線
を
令
和
６
年
９
月
末
で
廃
止
す

る
と
の
方
針
が
示
さ
れ
て
か
ら
１
年
が

経
ち
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
、
岩
宇

地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会
が
設
立

さ
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
前
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
が
き
て
ま
し
た
。
こ
の
他

に
何
か
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
な
ど
あ

り
ま
し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
飯
田
議
員
の
ご
質
問
に

お
答
え
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
承
知
の
と
お
り
、
中
央
バ
ス
神
恵

内
線
の
廃
止
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和

６
年
９
月
30
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
と

の
方
針
が
中
央
バ
ス
か
ら
示
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
生
活
圏
の
中
心
で

あ
る
岩
内
町
へ
の
通
院
や
通
学
等
、
地

髙

橋

村

長

決

算

認

定

一 

般 

質 

問

 

飯
田　

有
二 

議
員

　
□
中
央
バ
ス
神
恵
内
線
の
廃
止
に
つ
い
て

　
　

 

三
浦　

弘
文 

議
員

　
□
髙
橋
村
長
の
再
選
出
馬
に
つ
い
て

　
　

飯
田
　
有
二 

議
員

 

中
央
バ
ス
神
恵
内
線
の

　
　
　

 

廃
止
に
つ
い
て
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域
住
民
の
移
動
手
段
を
確
保
・
維
持
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
恵
内
線

の
利
用
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
持
続

可
能
な
公
共
交
通
体
系
の
構
築
の
た

め
、
地
域
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
な
る

「
岩
宇
地
域
公
共
交
通
計
画
」
を
策
定

し
、
そ
の
協
議
を
行
う
場
と
し
て
、
令

和
５
年
４
月
11
日
に
岩
宇
地
域
公
共
交

通
活
性
化
協
議
会
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
協
議
会
は
、
事
務
局
で
あ
る
共

和
町
の
副
町
長
を
会
長
と
し
て
、
３
町

村
の
担
当
課
長
や
自
動
車
運
送
事
業

者
、
更
に
は
４
町
村
の
地
域
住
民
や
利

用
者
等
を
構
成
員
と
し
て
組
織
さ
れ
て

お
り
、
７
月
３
日
に
２
回
目
の
協
議
会

を
開
催
し
、
計
画
策
定
ま
で
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
ま
ず
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
に
つ
き
ま
し
て
は
、
岩
宇
地
区

住
民
を
対
象
に
１
０
０
０
世
帯
、
う
ち

泊
村
に
お
い
て
は
３
５
０
世
帯
に
対

し
、
８
月
21
日
に
発
送
、
９
月
４
日
で

締
め
切
っ
て
お
り
、
現
在
集
計
中
で
あ

り
ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
以
外
に
取
り
組
ん

で
い
る
事
業
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
先
立
ち
７
月

９
日
の
休
日
と
７
月
12
日
の
平
日
の
２

日
間
、
神
恵
内
線
の
乗
降
調
査
を
実
施

し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
現
在
、
集
計
・

分
析
中
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
に
お
き
ま
し
て
は
、
10
月
以

降
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
基
に
、
各
町

村
に
お
い
て
沿
線
住
民
と
の
意
見
交
換

会
を
開
催
し
て
意
見
を
集
約
す
る
と
と

も
に
、
課
題
を
整
理
し
な
が
ら
、
協
議

会
と
し
て
今
年
度
中
の
地
域
公
共
交
通

計
画
策
定
に
向
け
て
協
議
を
進
め
、
住

民
の
皆
様
の
移
動
手
段
の
確
保
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

以
上
で
す
。

　

住
民
の
通
院
・
買
い
物
等
、
ま
た
高

校
生
の
通
学
と
大
変
関
心
の
高
い
問
題

で
も
あ
り
、
住
民
に
は
と
っ
て
も
大
事

な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

協
議
会
の
活
動
を
今
聞
き
ま
し
た
で

す
け
ど
、
他
町
村
の
例
で
は
、
石
狩
市

オ
ン
デ
マ
ン
ド
交
通
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
専
用
ア
プ
リ
で
予
約
す
る
乗
り
合

い
シ
ス
テ
ム
、
神
恵
内
で
は
、
情
報
通

信
技
術
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
利
用
し
た
オ
ン
デ
マ

ン
ド
車
両
、
上
士
幌
町
で
は
、
自
動
運

転
バ
ス
、
遠
隔
監
視
で
運
行
状
況
を
把

握
す
る
等
で
実
証
実
験
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。

　

岩
宇
地
方
で
は
、
い
ろ
い
ろ
こ
う
話

し
合
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
で
す
け
ど
、

あ
と
こ
の
実
証
実
験
に
つ
い
て
、
時
間

も
な
い
で
す
し
、
１
年
間
と
い
う
の
は

あ
っ
と
い
う
間
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ

の
前
に
も
、
な
る
べ
く
住
民
の
足
の
確

保
の
為
に
有
効
な
手
段
で
進
ん
で
行
っ

て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど

う
か
住
民
の
足
を
確
保
す
る
こ
と
を
重

点
的
に
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

以
上
で
質
問
を
終
わ
り
ま
す
。

飯
田
有
二
議
員

三
浦
　
弘
文 

議
員

 

髙
橋
村
長
の

　

再
選
出
馬
に
つ
い
て

　

７
番　

三
浦
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

髙
橋
村
長
の
再
選
出
馬
に
つ
い
て
ご

質
問
い
た
し
ま
す
。

　

髙
橋
村
長
は
、
令
和
２
年
１
月
に
初

当
選
さ
れ
、
就
任
さ
れ
て
１
カ
月
で
、

皆
さ
ん
ご
承
知
の
と
お
り
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
が
感
染
拡
大
と
な
り
、
公

共
施
設
等
の
感
染
対
策
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
学
校
休
業
期
間
中
も
小
学
生
か

ら
高
校
生
ま
で
見
守
り
を
兼
ね
て
職
員

が
昼
食
を
届
け
る
村
独
自
の
事
業
を
展

開
し
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
対

応
に
あ
た
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
公
約
の
医
療
費

の
18
歳
ま
で
の
無
料
化
、
小
学
生
の
給

食
費
半
額
助
成
、
村
内
循
環
バ
ス
の
実

施
、防
災
倉
庫
の
建
設
、保
健
セ
ン
タ
ー

の
大
規
模
改
修
、
ト
ラ
ウ
ト
サ
ー
モ
ン

の
養
殖
事
業
等
、
公
約
は
ほ
ぼ
実
現
を

致
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
温
泉
施
設
に
つ
い
て
も
、
先

般
、
方
向
性
を
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、

そ
の
対
応
と
公
約
の
実
現
を
し
、
安
心

と
希
望
の
あ
る
村
づ
く
り
に
全
力
投
球

を
し
て
き
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
泊
村
に
は
、
ま
だ
ま
だ
課

題
が
山
積
し
て
お
り
ま
す
。

　

加
え
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い

て
も
立
地
村
と
し
て
大
変
重
要
な
時
期

を
迎
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
泊
村
長
選
挙

が
年
明
け
に
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
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泊
村
の
舵
取
り
を
担
う
村
長
の
職
責

は
、
益
々
重
要
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

こ
の
泊
村
を
今
後
と
も
着
実
に
発
展

さ
せ
る
た
め
に
は
、
髙
橋
村
長
の
継
続

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

泊
村
の
更
な
る
発
展
の
た
め
に
、
来

年
１
月
の
村
長
選
挙
に
再
出
馬
す
る
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
お
伺
い
い
た
し

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
三
浦
議
員
の
ご
質
問
に

お
答
え
を
致
し
ま
す
。

　

私
は
、
令
和
２
年
１
月
に
多
く
の
村

民
の
皆
様
の
温
か
い
ご
支
持
を
頂
き
ま

し
て
、
村
長
に
就
任
を
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

　

ご
質
問
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
就

任
１
カ
月
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が

感
染
拡
大
と
な
り
、
そ
の
対
応
や
そ
し

て
公
約
の
実
現
等
、
非
常
に
不
安
も
ご

ざ
い
ま
し
た
が
、
議
会
の
皆
さ
ん
を
は

じ
め
、
村
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
や
ご

理
解
に
よ
り
ま
し
て
、
他
町
村
に
遅
れ

る
こ
と
な
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
対
応
も
で
き
ま
し
た
し
、
公
約
に
つ

い
て
も
ほ
ぼ
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

ご
質
問
の
内
容
に
お
い
て
も
、
そ
の

辺
を
的
確
に
捉
え
て
頂
き
ま
し
て
感
謝

を
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
２
年
に
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
か
ら
、
漁
業
者
と
商

工
業
者
に
対
し
て
の
助
成
、
地
域
応
援

券
の
発
行
、
加
え
て
令
和
３
年
に
は
現

在
も
続
く
物
価
高
騰
の
影
響
か
ら
、
灯

油
助
成
券
の
発
行
、
令
和
４
年
と
今
年

に
は
物
価
高
騰
対
策
事
業
な
ど
コ
ロ
ナ

禍
や
物
価
高
騰
と
村
民
の
皆
様
の
生
活

に
大
変
影
響
を
与
え
て
お
り
、
村
民
の

皆
様
が
困
っ
て
い
る
時
や
苦
し
い
時
に

寄
り
添
え
る
村
政
で
あ
り
た
い
と
思

い
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
頂
き
事
業
を

執
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
姿

勢
で
村
政
を
執
行
し
て
ま
い
り
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
ご
指

摘
の
と
お
り
泊
村
に
は
ま
だ
ま
だ
課
題

が
山
積
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
と
し
て
は
、
多
く
の
村
民
の
方
々

か
ら
の
激
励
の
声
や
村
を
心
配
さ
れ
る

声
も
届
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
援
会

の
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、
し
か
る
べ
き

時
期
に
判
断
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

以
上
で
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
明
言
は
避
け
る
と
い
う
こ
と
な
ん

で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
議
会
と
し
て
は

で
す
ね
、
私
と
し
て
は
、
こ
の
あ
と
、

議
会
で
発
表
さ
れ
る
と
な
る
と
12
月
の

定
例
会
し
か
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し

て
、
時
期
的
に
は
今
が
１
番
良
い
時
期

な
ん
で
は
な
い
か
な
っ
て
い
う
気
は
し

て
い
ま
す
。

　

後
援
会
と
の
話
し
合
い
も
あ
る
で

し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
な
る
べ
く
早
く
で

す
ね
、後
援
会
と
の
話
し
合
い
を
し
て
、

村
民
に
発
表
で
き
る
よ
う
な
体
制
を

と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
ま
ま
、
な
る

べ
く
早
く
で
す
よ
。
12
月
じ
ゃ
あ
遅
い

ん
で
。

　

今
、
後
援
会
の
方
と
も
い
ろ
い
ろ
相

談
し
て
で
す
ね
、
そ
の
中
で
意
見
を

伺
っ
た
中
で
早
期
に
私
の
考
え
方
を
述

べ
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

終
わ
り
ま
す
。

髙

橋

村

長

三
浦
弘
文
議
員
（
再
質
問
）

髙

橋

村

長

三
浦
弘
文
議
員

寄付行為の禁止
　議員は、選挙区内の方

にお金や物を贈ることは、

公職選挙法で禁止されて

おり、有権者が求めても

いけません。

　ご理解をお願いします。
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意 見 書 の 提 出 ９月定例会において次の意見書等を議決し、地方自治法の規定
により、関係機関へ提出しました。

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書

　本道の森林は全国の森林面積のおよそ４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給等

の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、森林資源の循環利

用を進める必要があります。

　全国一の森林資源を有する北海道が２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする国の目

標の達成に向けて、伐採後の着実な植林による森林の若返りや長期間炭素を固定する木材利用の促進、

化石燃料の代替となる木質バイオマスのエネルギー利用の促進など森林吸収源対策を積極的に推進する

責務を担うことが必要であります。

　道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用に向け、森林整備事業や治山事業など国

の事業を活用し、植林・間伐や路網の整備、優良種苗の安定供給、山地災害の防止、木造公共施設の整備、

森林づくりを担う人材の育成など、様々な取組を進めてきたところであります。

　本道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会を形成するため、活力ある森

林づくりや道産木材の利用、防災・減災対策をさらに進め、ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・

林業・木材産業施策の充実・強化を図ることが必要であります。

　よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望致します。

記

１　二酸化炭素の吸収など森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、適切な間伐と伐採後の着実な

　植林の推進に必要な森林整備事業予算や、防災・減災対策の推進に必要な治山事業予算を十分に確保

　すること。

２　森林資源の循環利用を推進するため、成長が早く形質の優れたクリーンラーチなどの優良種苗の安

　定供給、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材生産・流通体制の強化、建築物の木造・木

　質化や、木質バイオマスエネルギーの利用促進などによる道産木材の需要拡大、森林づくりを担う人

　材の育成・確保などに必要　な支援を充実・強化すること。

３　森林吸収源対策のさらなる推進に向け、森林の多い市町村において必要な森林整備がより一層進む

　よう、森林環境譲与税に譲与基準を見直すこと。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出致します。

令和５年９月１４日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道古宇郡泊村議会

【提出先】衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・文部科学大臣・農林水産大臣

　　　　 経済産業大臣・国土交通大臣・環境大臣・復興大臣
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国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

　北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、国土の５分の１以上を占める広大な大地と海に育まれた

豊富で新鮮な食を強みに我が国の食料供給を担うとともに、特有の歴史・文化や気候風土などを有して

おり、これらの独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可能な活力ある北海道の実現を目

指しています。

　こうした中、地域の産業を支える本道の道路を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する自然災害による

交通障害の発生や、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震等のリスクが増大するなど、防災・減災、国土

強靱化の取組が喫緊課題になるとともに、道路施設の老朽化や通学路等の安全対策の推進が大変重要と

なっている。

　今後は、北海道の強みである「食」や「観光」に関連する地域が持つ潜在力が最大限発揮されるよう、

平常時・災害時を問わない北海道を支える基盤の確立に向け、安定的な物流や広域周遊観光を支える道

路の整備が必要不可欠であります。加えて、積雪寒冷地の本道においては、安定的な除排雪体制の確保

など、冬期間の住民の安全・安心を図ることが必要であります。

　そのため、地方財政は依然として厳しく、また資材価格の高騰や賃金水準が上昇する中、道路整備、

管理に必要な予算を安定的に確保することが重要であります。

　よって、国においては、国土の骨格を形成する高規格道路から国民の日常生活に最も身近な市町村道

に至る道路網の整備や老朽化対策などを着実に推進し、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策」をより一層推進するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望致します。

記

１　道路の整備・管理が長期安定的に進められるよう、新たな財源の創設及び必要な予算を確保すること。

２　「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に進めるために必要な予算・財源を

　例年以上の規模で確保するとともに、５か年加速化対策期間完了後も、昨今の地震・豪雨・豪雪など

　の災害の状況を踏まえ、国土強靱化に必要な予算・財源を通常予算とは別枠で確保し、継続的に取り

　組むこと。

３　高規格道路におけるミッシングリンクの解消及び暫定２車線区間の４車線化や、直轄国道の連携に

　よるダブルネットワークの構築など、国土強靱化に資する災害に強い道路ネットワークの整備を推進

　すること。

４　橋梁、トンネル等の老朽化対策を推進し、予防保全による道路メンテナンスへ早期に移行するため、

　維持管理・更新事業に必要な技術的支援の拡充や予算を長期安定的に確保するほか、舗装修繕等の維

　持管理に係る制度創設や財政支援の充実・強化を図ること。

５　地域の安全な暮らしや経済活動を支える基盤づくりのため、子どもたちの安全・安心を守る通学路

　等の交通安全対策を強化・推進するとともに、冬期における安全な道路交通を確保するための道路整

　備や除排雪を含む安定した維持管理の充実に必要な予算を確保すること。

６　災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の充実・強化

　を図ること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出致します。

令和５年９月１４日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道古宇郡泊村議会

【提出先】衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・国土交通大臣

　　　　 国土強靱化担当大臣



1111

と　ま　り　議　会　だ　よ　り

後志町村議会議員研修会

　８月２９日、積丹町総合文化センターにおいて、後志の町村議会議員が一堂に会して、令

和５年度後志町村議会議員研修会が開催されました。

　全国町村議会議長会議事調査部長 飯田　厚 氏を講師に迎え『議会の権限と議員の役割』

と題した講演があり、本村議会から６名の議員が出席

しました。

　研修内容は、今春の改選後の研修会ということで、

新人議員向けの地方議会・議員の位置付け、議会と長

との関係、議会の権限、議員の権限・義務・資格、会

議の諸原則、議員の発言など議会運営や議員活動の基

礎となる内容であり、改めて、議員は法に基づき活動

しなければならないということを再確認した研修会と

なりました。

 議会に関する豆知識

 

◎議員の発言

　議会における議員の発言は、原則として自由

になしえますが、自己の発言に責任を持たなけ

ればなりません。

　発言するにあたっては、下記のとおり制限が

あります。

　〇　発言は、議長が開議を宣告した後、また、 

   休憩、延会、散会、中止の宣告前でなけれ   

   ばならない（泊村議会会議規則10条２項）

　〇　議長が選挙又は表決の宣告をした後は、

    何人も発言を求めることができない

                    （泊村議会会議規則59条）

　〇　発言は議長の許可を得た後でなければ

   できない（泊村議会会議規則49条）

　〇　発言は簡明に行い、議題外にわたり、あ 

    るいは許可された趣旨の範囲を超えてはな

    らない（泊村議会会議規則53条１項）

　〇　無礼な言葉を使用し、又は他人の私生活

    にわたって発言してはならない

                     （地方自治法132条）（※）

　〇　議会の品位を落とすような発言をしては

    ならない （泊村議会会議規則101条）

　〇　質疑は、同一議員につき、同一の議題に

    ついて３回を超えてはならない

                    （泊村議会会議規則54条）

  〇　討論は一人一回に限られる

　〇　発言時間制限された場合は、その時間内

    でなければならない

                （泊村議会会議規則55条１項）

（※）品位の保持
　地方自治法では、「地方公共団体の会議又は

委員会においては、議員は無礼な言葉を使用し、

又は他人の私生活にわたる言論をしてはならな

い」と、議員の発言における品位の保持を定め

ています。

　これに違反すると懲罰の対象となり、また院

外無答責（衆参両議員は、議院で行った演説、

討論又は表決について、院外で責任を問われな

い〔憲法51〕という国会議員に認められた補償）

の特権がない地方議会の議員にあっては、民事

上・刑事上の制裁を受けることもあります。

　議員は、公の使命をもつものであり、本会議

の議場、委員会の会場は公の問題を論議すると

ころであるから、必要以上に不快感を与える言

葉、公の問題と関係ない私生活にわたる言論に

より会議を混乱させることを防止するための規

程であります。

　　　　          【地方議会運営辞典　抜粋】
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８　

月

４
日　

例
月
出
納
検
査

　
　
　

（
沼
畑
・
鎌
田
監
査
委
員
出
席
）

５
日　

第
50
回
い
わ
な
い
怒
涛
ま
つ
り

　

 　

 

（
岩
内
町　

宇
留
間
議
長
出
席
）

　
　
　

２
０
２
３ 

茅
沼
地
域
会
七
夕 

　
　
　

ま
つ
り

　
　
　
　
　
　
　

（
宇
留
間
議
長
出
席
）

10
日　

国
道
２
２
９
号
余
市
・
島
牧
間

　
　
　

整
備
促
進
期
成
会
令
和
５
年
度

　
　
　

総
会
及
び
要
望
会

　
　
　

（
余
市
町
・
小
樽
市
・
札
幌
市

　
　
　
　
　
　
　

 

宇
留
間
議
長
出
席
）

20
日　

第
40
回
共
和
か
か
し
祭
り

 
 
 
 
 
 

（
共
和
町　

宇
留
間
議
長
出
席
）

22
日　

岩
宇
町
村
議
会
正
副
議
長
会
臨

 
 
 
 
 
 

時
総
会

　
　
　

 
 

（
岩
内
町　

正
副
議
長
出
席
）

24
日
・
25
日
・
28
日

　
　
　

令
和
４
年
度
各
会
計
決
算
審
査

 
 
 
 
 
 

（
沼
畑
・
鎌
田
監
査
委
員
出
席
）

25
日　

令
和
５
年
第
２
後
志
広
域
連
合

 
 
 
 
 
 

議
会
臨
時
会

 
 
 
 

（
倶
知
安
町　

三
浦
副
議
長
出
席
）

29
日　

後
志
町
村
議
会
議
員
研
修
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
積
丹
町　

各
議
員
出
席
）

　

「
議
会
だ
よ
り
」
第
１
９
０
号
を
お

届
け
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
は
、
９
月
の
令
和
５
年
第
３

回
定
例
会
に
つ
い
て
編
集
い
た
し
ま

し
た
。

　

是
非
ご
覧
に
な
っ
て
、
村
の
方
針

や
議
会
活
動
も
ご
理
解
願
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
議
会
だ
よ
り
に
対
す
る
ご

意
見
・
ご
要
望
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
遠
慮
な
く
議
会
事
務
局
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
。

　
　
　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

宇
留
間　

文　

宣

三　

浦　

弘　

文

長　

尾　
　
　

透

吉　

田　

茂　

樹

編
集
後
記

議

会

日

誌

令
和
５
年
8
月
１
日
～

令
和
５
年
10
月
31
日

９　

月

５
日　

全
員
協
議
会  

（
全
議
員
出
席
）

 
 
 
   

議
会
運
営
委
員
会

　
　

              

（
全
委
員
出
席
）

７
日　

例
月
出
納
検
査

 
 
 
   

（
沼
畑
・
鎌
田
監
査
委
員
出
席
）

８
日　

自
由
民
主
党
北
海
道
第
四
選
挙

　
　
　

区
支
部
移
動
政
調
会
（
岩
宇
・

　
　
　

南
後
志
地
区
）

　
　
　

（
共
和
町　

宇
留
間
議
長
出
席
）

11
日　

第
３
回
定
例
会
（
開
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
全
議
員
出
席
）

13
日　

第
３
回
定
例
会
（
再
開
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
全
議
員
出
席
）

14
日　

決
算
特
別
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
全
委
員
出
席
）

　
　
　

第
３
回
定
例
会
（
再
開
・
閉
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
全
議
員
出
席
）

15
日　

令
和
５
年
度
泊
村
敬
老
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
各
議
員
出
席
）

16
日  

第
33
回
議
長
杯
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

　
　
　

ル
フ
大
会  

（
正
副
議
長
出
席
）

17
日  

む
つ
み
荘
ま
つ
り

　
　
　
　
　
　
　

（
宇
留
間
議
長
出
席
）

21
日　

し
り
べ
し
高
速
交
通
ネ
ッ
ト

　
　
　

ワ
ー
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
２
３

　
　
　

（
蘭
越
町　

宇
留
間
議
長
・

　
　
　
　
　
　
　
　

 

飯
田
議
員
出
席
）

23
日　

議
長
杯
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
大
会

　
　
　
　
　
　
　
　

（
正
副
議
長
出
席
）

26
日
～
28
日

　
　
　

令
和
５
年
度
各
会
計
定
例
監
査

　
　
　

（
沼
畑
・
鎌
田
監
査
委
員
出
席
）

10　

月

１
日  

第
５
回
泊
村
ふ
る
さ
と
会

　
　
　
　
　

（
札
幌
市　

各
議
員
出
席
）

13
日　

例
月
出
納
検
査

　
　
　

      

（
沼
畑
監
査
委
員
出
席
）

14
日　

第
28
回
泊
小
学
校
学
習
発
表
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
各
議
員
出
席
）

20
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
全
委
員
出
席
）

26
～
28
日　

　
　
　

後
志
広
域
連
合
議
会
視
察
研
修

　
　
　

（
東
川
町　

三
浦
副
議
長
出
席
）

27
日　

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
と
ま
り

　
　
　

２
０
２
３

　
　
　
　
　
　
　

（
宇
留
間
議
長
出
席
）

28
日　

自
由
民
主
党
北
海
道
政
経
セ
ミ

　
　
　

ナ
ー
出
席

　
　
　

（
札
幌
市　

宇
留
間
議
長
出
席
）

議会を傍聴してみませんか議会を傍聴してみませんか
手続きは簡単です

住所・氏名・年齢を受付簿に記入
するだけの簡単な手続きです　　

　　　お気軽にどうぞ…
定例会は、３月・６月・９月・12月の年４回です。

臨時会は、必要に応じて随時開きます。

傍聴を希望される方の議場でのマスクの着用は
個人の判断と致します。


